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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ターボ機械に付随した少なくとも１つの機器（１０）を駆動するようにターボ機械（４
）に固定されるべきギアボックスにして、ケーシング（１３）、ケーシングの内側にある
、一連の歯車を備える駆動列（１４）、ならびにターボ機械の伝動シャフトと噛み合うこ
とを意図された駆動部材を備え、ケーシングは、ターボ機械および機器への締結点（１２
）を備える、ギアボックスであって、駆動列は、非平行な平面に位置付けられた少なくと
も２つの歯車ラインであって、非平行な軸を備えた１対の歯車から構成された接合歯車に
よる接合面において一緒に接続された、少なくとも２つの歯車ラインを備え、特徴として
、少なくとも１つの端部歯車ライン（１５、１６）が、ギアボックスがターボ機械に固定
されるときターボ機械の実質的に軸方向に主な延長部を有するケーシング端枝部（１、２
）に収容され、他の歯車ライン（１７）が、実質的に円の一部位であるケーシング中間枝
部（３）に収容され、ケーシング中間枝部（３）は、端枝部に対して実質的に垂直となる
軸方向面を備え、ギアボックスがターボ機械に固定されるとき、ターボ機械の外周の一部
位を取り囲む、ギアボックス。
【請求項２】
　互いに実質的に平行な延在方向であって前記他の歯車ライン（１７）に対して実質的に
垂直である延在方向、を有する２つの前記端部歯車ラインを備えることを特徴とする、請
求項１に記載のギアボックス。
【請求項３】
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　端部歯車ラインは、ターボ機械（４）の母線であって直径方向に対向する線に延在する
ことを特徴とする、請求項２に記載のギアボックス。
【請求項４】
　駆動部材は、駆動ピニオンであり、
　駆動列が連続的であり、伝動シャフトに属する駆動ピニオン（２２）と噛み合う歯車を
備え、駆動ピニオンは駆動列に隣接していることを特徴とする、請求項１～３のいずれか
一項に記載のギアボックス。
【請求項５】
　駆動部材は、駆動ピニオンであり、
　駆動ピニオンが駆動列に属することを特徴とする、請求項１～３のいずれか一項に記載
のギアボックス。
【請求項６】
　接合歯車が、駆動列の他の歯車と同軸である円錐ピニオンから構成されることを特徴と
する、請求項１～５のいずれか一項に記載のギアボックス。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ターボ機械の駆動用ギアボックスにおいて、ターボ機械から発生する運動を
、そこから出る半径方向シャフトの仲介によって伝達し、ターボ機械に付随した様々な機
器、即ち、ターボ機械の作動にとって不可欠なものであるポンプ、発電機等に、あるいは
このターボ機械によって推進される航空機の他の装置に、運動を伝達することを目的とし
た駆動ギアボックスに関する。伝達は、連続した歯車から構成される駆動列を介して実施
される。この駆動列は、本明細書では非平行な平面に位置付けられた歯車ラインから構成
される。
【背景技術】
【０００２】
　本明細書では歯車ラインは、隣接し合った一式の歯車を指し、原則として歯車の間で噛
み合い、大歯車が同一平面または平行な平面に位置付けられる。言い換えれば、大歯車の
回転軸が全て平行である（この平面またはその平行な平面に対して垂直である）。直接共
に噛み合う大歯車は同一平面の中へ延在すると考えられる。しかし、同一の歯車装置の同
一回転軸または噛合いのオフセットに沿って位置合わせされた大歯車が存在する場合、歯
車ラインは平行な平面の中へ連続してゆくことが可能である。
【０００３】
　ギアボックスは主に、ケーシング内部で運動を伝達するように共に噛み合う全ての大歯
車から構成される駆動列を備える。この駆動列は、ターボ機械の半径方向シャフトと、機
器の駆動シャフトとに接続される。ギアボックスはターボ機械に所望位置で固定され、機
器自体はギアボックスに固定される。知られている設計のギアボックスについて述べた文
献に米国特許出願公開第２０１２／０００６１３７号明細書がある。これは、正確に述べ
れば半径方向シャフト１４およびギアボックスを備えた、ターボ機械の駆動シャフト１２
において、ケーシング１０内の直歯噛合いの大歯車１６から構成された駆動列を備えた、
ターボ機械の駆動シャフト１２を簡潔に表している。機器２２は、ターボ機械への締結部
の反対側のギアボックスに位置付けられる。大歯車１６の全ての軸が平行であるため、従
来技術のこの文献のギアボックスは、本発明の意味合いでは単一の歯車ラインを備える。
【０００４】
　ターボ機械のギアボックスおよび機器を備えるアセンブリに占められる空間を縮小する
ことが求められる。この文献で述べられている設計または従来技術は、ギアボックスの駆
動列が一方向に延ばされ、したがって大量の空間を占めることから、これらの視点からす
ると不充分である。
【０００５】
　より一般的には、既存のギアボックスは２つの異なったタイプに属する。即ち、機器が
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ギアボックスの単一面に配置される単一面タイプと、それらが両面に配置される二面タイ
プとである。第１の設計では、ギアボックスの長さは大きくなければならず、ターボ機械
のまわりに占められる空間の角度量は一般的に相当大きく（多くの場合２００°）、第２
の設計では、軸方向に占められる空間が相当大きくなる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許出願公開第２０１２／０００６１３７号明細書
【特許文献２】欧州特許出願公開第２４５５５９７号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、これらの様々な局面下で改良されたギアボックスにおいて、とりわけ高度の
設計自由度を提供し、ギアボックスとそれが担持する全ての機器とから構成されたアセン
ブリによって占められる空間の縮小を実現することが可能なギアボックスに関する。
【０００８】
　極めて一般的に述べると、米国特許出願公開第２０１２／０００６１３７号明細書の場
合のように、平面におそらくは単一方向で、または平行な平面に、あるいは欧州特許出願
公開第２４５５５９７号明細書のように平行な枝部内に正割平面で延在する単一歯車ライ
ンから駆動列が構成される従来式の設計は、否定されている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　一般的な形態では、本発明は、ターボ機械に付随した少なくとも１つの機器を駆動する
ようにターボ機械に固定されるべきギアボックスにおいて、ケーシング、ケーシングの内
側にある、一連の歯車を備える駆動列、ならびにターボ機械の駆動シャフトと噛み合うこ
とを意図された駆動部材を備え、ケーシングは、ターボ機械および機器への締結点を備え
る、ギアボックスであって、駆動列は、非平行な平面に位置付けられた、接合歯車によっ
て一緒に接合面に接続された、非平行な軸を備えた１対の大歯車から構成された少なくと
も２つの歯車ラインを備え、特徴として、少なくとも１つの端部歯車ラインが、ギアボッ
クスがターボ機械に固定されるときターボ機械の実質的に軸方向に主な延長部を有するケ
ーシング枝部に収容され、他の歯車ラインが、実質的に円の一部位である、端枝部に対し
て実質的に垂直である、ギアボックスがターボ機械に固定されるとき、ターボ機械の円周
の一部位を取り囲むケーシング中間枝部に収容される、ギアボックスに関する。
【００１０】
　非平行の平面に位置付けられたいくつかの歯車ラインで駆動列を構築することは、ギア
ボックスが直線的でないことから、半径方向にも、軸方向にも、角度方向にも過剰な量の
空間を占めることなく、大きな寸法のギアボックスをも完全にターボ機械のケーシングの
近傍内に有することを可能にする。さらに、機器をギアボックスに配置するために極めて
様々な方向に延在する、広範囲に選択できるギアボックスの面が存在する。このこともア
センブリによって取られる空間を制限するのに貢献する。
【００１１】
　特定の実施形態では、ギアボックスは前記歯車ラインを３つ備え、そのうちの２つの端
部歯車ラインは、互いの間で実質的に平行である延在方向を有し、中間歯車ラインはこれ
らの端部歯車ラインを接合する。これらの端部歯車ラインは、ケーシングの実質的に直線
的な枝部に収容されることが可能であり、ギアボックスがターボ機械に固定されるとき、
実質的にターボ機械の軸方向に主延長部を有し、中間歯車ラインは、円の一部位に近い、
端枝部に対して主に垂直である、ギアボックスがターボ機械に固定されるとき、ターボ機
械の円周の一部位を取り囲む中間枝部であるカーターの他の枝部に収容されることが可能
である。
【００１２】
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　このような実施形態はとりわけ、ギアボックスの妨害がどれだけ本発明によって制限さ
れることが可能かを示す。ギアボックスの軸方向の延在は、ターボ機械の両側に延在する
ことが可能な２つのラインに駆動列を分割することによって縮小され、中間枝部自体は、
極めて小さな軸方向の妨害しか有さず、その角度的な妨害は有利に半回転以下である。こ
のことは、ターボ機械へのギアボックスの設置を大幅に容易にする。一方、知られている
単一面のギアボックスは、より大幅な角度的延長を有して、アセンブリをより拘束的なも
のにする。
【００１３】
　ある他の設計でも、駆動列を主に平行な方向に延在する２つの歯車ラインに分割するこ
とを利用するが、これらの２つの歯車ラインは正割平面に属し、駆動列は歯車ラインの長
手方向端部を備えた接合部位を有する。それらは、ケーシングのそれぞれの枝部に収容さ
れる。枝部は縁部で互いに取り付けられ、ギアボックスの主な延長方向に垂直な断面によ
るとＶ字形状の断面を一緒に有する。
【００１４】
　ギアボックスによって占められる角度的空間は本明細書ではさらに縮小される。程々の
軸方向の妨害という代償を払うことによって、機器を配置するための広い表面を有するケ
ーシングが、互いに極めて異なる配向を有する面で、利用可能である。
【００１５】
　駆動列を備える連続した歯車ラインは、円錐ピニオンによってこれらの歯車ラインの端
部に接続されることが可能であり、必須ではないが交差可能である非平行の軸を備えた接
合ギアを画定する。
【００１６】
　次に、本発明の一部の実施形態について、以下の図によって説明がなされる。他の実施
形態も可能であること、この説明が純粋に例証する目的でなされることが明らかである。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の実施形態を示す図である。
【図２】本発明の実施形態を示す図である。
【図３】本発明の実施形態を示す図である。
【図４】本発明の実施形態を示す図である。
【図５】この実施形態または他の実施形態の可能な配置である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明の実施形態について図によって説明がなされる。ギアボックスは図１に示された
全体形状を有し、これは、実質的に平行かつ直線である（図３で示された僅かな湾曲も可
能であるが）２つの端枝部１および２と、実質的にそれらを接続する円の一部位であり、
実質的にそれらに垂直である中間枝部３とを備えた三次元形状を備える。図２は、このギ
アボックスが有利にターボ機械４のまわりに、例えばターボ機械４の高圧体の位置に配置
されることが可能であることを示す。これは、端枝部１および２を前記ターボ機械の軸方
向に直径方向に対向する円錐距離をもって配置し、次いで中間枝部３もターボ機械４のま
わりで実質的に半分以下分回転させることによってそれに隣接した状態にすることによっ
て行われる。ギアボックスは、ターボ機械４の軸方向に延在する、様々な数、例えば１本
または３本以上の枝部を備えることが可能であり、中間枝部３はおおよその半回転より小
さな角度延長を有することが可能である。したがって、ターボ機械４の駆動チェーンの位
置に対して広範な選択が可能となる。これは、ターボ機械４に属する従来型半径方向シャ
フトを直接使用することによって、または個別のボックスに属し、半径方向シャフトと噛
み合う中間シャフトの仲介物によって行われることが可能である。半径方向シャフトはこ
のようなことから、枝部１、２、よび３のいずれかの内側面５（ターボ機械４の方に向け
られている）まで延長することが可能であるが、中間シャフトは枝部１から３の１つの外
部面の１つまで延長することが可能である。これは、とりわけ、端枝部１および２の上面
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６（実質的にターボ機械４のセクターの平面内）の一方、同じ端枝部の周囲面７（半径方
向外方に向けられている）の一方、あるいは中間枝部３の前面８（端枝部１および２の両
側軸方向に向けられている）であることが可能である。駆動シャフト（半径方向または中
間）の位置についての可能性の一部が、図１の参照符号９によって示される。
【００１９】
　機器１０自体は、両方の上面６、周囲面７、軸方向面８、ならびに中間枝部３の半径方
向外側面１１に取り付けられることが可能である。ここでも、ターボ機械４へのギアボッ
クスの締結に対して広範囲で選択できる。これは、おそらくは楔または他の中間支持体を
ターボ機械４と、例えば内側面５の一部との間に使用することによって、ケーシング１３
に位置付けられた締結点１２をボルト締めすることよって行われることが可能である。機
器１０は他の締結点１２によってケーシング１３に固定される。
【００２０】
　このギアボックスは一般的に、配置の可能性、ならびに多数の機器１０を設置する可能
性に対して極めて広い選択範囲を提供するが、それにも関わらず、ターボ機械４の全方向
（軸方向、半径方向、および角度方向）への妨害を程々に保つ。
【００２１】
　次にこのギアボックスについてより詳しく説明がなされる。図３は、ギアボックスが実
質的に、３つの枝部１、２、および３の外形を画定するケーシング１３と、ケーシング１
３に含まれる駆動列１４とから実質的に構成されることを示す。ここで、枝部１、２、お
よび３にそれぞれが収容される３つの歯車ライン１５、１６、および１７が見分けられる
ことが可能である。歯車ラインごとに大歯車１８を備え、大歯車１８は一般的にそれらの
間で噛み合う直歯噛合いを備えて直線ギアを形成し、これらの大歯車１８の一部の軸１９
が、ケーシング１３の開口部２０を通過することによって、機器１０の可動部位を回転駆
動するために使用される。軸１９は、同じ歯車ライン１５、１６、または１７の内部で全
て平行であるが、歯車ライン１５、１６、または１７のうちの１つと他のものとで異なる
方向を有する。大歯車１８の数、それらの直径、ならびに機器１０の駆動シャフト１９を
画定する開口部２０の位置は、当然ながら、伝達したい回転速度と機器１０の位置とに応
じて自由に選択されることが可能である。特殊開口部２１が駆動シャフト９の入り口に意
図される。駆動シャフト９は、大歯車１８のいずれか１つと噛み合う駆動ピニオン２２を
さらに備える。駆動ピニオン２２は駆動列１４に隣接する。これは、駆動列１４が、ピニ
オン２２がない状態でも連続したままとなることを意味する。しかし、駆動ピニオンが駆
動列自体に属する大歯車であることも可能である。
【００２２】
　図４は、駆動列１４を単独で示す。３つの歯車ライン１５、１６、および１７の間の接
続は、交差軸、またはより一般的には非平行軸を備えた接合ギア２３および２４によって
実施される。それらの一つ一つは、歯車ライン１７の端部大歯車１８と一体かつ同軸の第
１円錐ピニオン２５と、同様に、歯車ライン１５または１６の一方の端部の大歯車１８と
一体かつ同軸の第２円錐ピニオン２６とから構成される。したがって、これらの接合ギア
２３および２４は駆動列１４の連続性と、駆動ピニオン２２だけによってその全てを動か
す能力とを実現する。それらは、歯車ライン１５、１６、および１７の一つ一つをそれぞ
れ枝部１、２、または３の方向に非平行な平面内で向けることも可能にする。
【００２３】
　運動力学的視点で同等の設計が、円錐ピニオン２５および２６を平面上で直線ピニオン
４８およびリング歯車４９と置き換えることで成立する。これは図５に示され、この実施
形態の他の細部はどこも修正されていない。
【００２４】
　主に軸方向の延長部の端枝部１および２の中へ延在する歯車ライン１５および１６も、
おおよそ軸方向の延在方向を有し、ターボ機械４に対して主に長手方向平面に延在する。
一方ケーシングの中間枝部３に収容された歯車ライン１７は、主にそれと同様に角度的延
在方向を有し、ターボ機械４の基本の横断平面に属する。
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